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      令和３年第３回（定例会）吉備中央町議会会議録（４日目） 
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  定住促進課長  荒 谷 哲 也 
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   日程第 １         会議録署名議員の指名について 

   日程第 ２ 議案第４７号  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例について 

   日程第 ３ 議案第４８号  吉備中央町アストロコテージ条例の一部を改正する

条例について 

   日程第 ４ 議案第４９号  吉備中央町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

   日程第 ５ 議案第５０号  吉備中央町消防団条例の一部を改正する条例につい

て 

   日程第 ６ 議案第５１号  吉備中央町過疎地域持続的発展市町村計画を定める

ことについて 

   日程第 ７ 議案第５２号  町有財産の取得につき議会の議決を求めることにつ

いて 

   日程第 ８ 議案第５６号  令和３年度吉備中央町一般会計補正予算について 

   日程第 ９ 議案第５７号  令和３年度吉備中央町介護保険特別会計補正予算に

ついて 

   日程第１０ 議案第５８号  令和３年度吉備中央町上水道事業会計補正予算につ

いて 

   日程第１１ 議案第５９号  令和３年度吉備中央町下水道事業会計補正予算につ

いて 

   日程第１２ 諮問第 ２号  人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること

について 

   （追加日程） 

   追加日程第１ 議案第６０号  町有財産の取得につき議会の議決を求めることに

ついて 

   追加日程第２ 発議第 ６号  コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財

源の充実を求める意見書について 

   追加日程第３ 発議第 ７号  新型コロナ禍による米の需要改善と米価下落の対

策を求める意見書について 



- 3 - 

   追加日程第４ 発議第 ８号  教職員定数改善と義務教育費国庫負担率引き上げ

に係る意見書について 

   追加日程第５         閉会中の特定事件（所管事務）の調査について 

１１．会議に付した議案の題目及びその結果 

   議案第４７号  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す 

           る法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につい 

           て                          可決 

   議案第４８号  吉備中央町アストロコテージ条例の一部を改正する条例 

           について                       可決 

   議案第４９号  吉備中央町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基 

           準を定める条例の一部を改正する条例について      可決 

   議案第５０号  吉備中央町消防団条例の一部を改正する条例について   可決 

   議案第５１号  吉備中央町過疎地域持続的発展市町村計画を定めること 

           について                       可決 

   議案第５２号  町有財産の取得につき議会の議決を求めることについて  可決 

   議案第５６号  令和３年度吉備中央町一般会計補正予算について     可決 

   議案第５７号  令和３年度吉備中央町介護保険特別会計補正予算につい 

           て                          可決 

   議案第５８号  令和３年度吉備中央町上水道事業会計補正予算について  可決 

   議案第５９号  令和３年度吉備中央町下水道事業会計補正予算について  可決 

   諮問第 ２号  人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ 

           いて                         適任 

   議案第６０号  町有財産の取得につき議会の議決を求めることについて  可決 

   発議第 ６号  コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充 

           実を求める意見書について               可決 

   発議第 ７号  新型コロナ禍による米の需要改善と米価下落の対策を求 

           める意見書について                  可決 

   発議第 ８号  教職員定数改善と義務教育費国庫負担率引き上げに係る 

           意見書について                    可決 

           閉会中の特定事件（所管事務）の調査について      決定 
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            午前 ９時３０分  開 議 

○議長（難波武志君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、これより直ちに本日

の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、５番、山

崎誠君、６番、加藤高志君を指名します。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第２、議案第４７号、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法

律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてを議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はありませんか。 

 ９番、日名義人君。 

○９番（日名義人君） 

 提案の中身の中でちょっと気になるのが、次のように改正する、第３８条第２号中、総

務大臣を内閣総理大臣に改めると、こういう内容になっています。実質、他の条文は情報

通信の技術を情報通信技術に改めるということで、非常にこれは実務的な文字の修正とい

うことにとどまっているように思いますが、このデジタル社会を形成していくための関連

法律が前の国会で論議をされて、そして成立しています。かなり強引な審議と採決という

のが実態だったように思いますので、それとの関係でどうしても注意せざるを得ん、警戒

心を持たざるを得ん、私としては。というのがありますのでお聞きしているわけですが、

総務大臣を内閣総理大臣に変えることで、言わば総理大臣のとこに権限を集中させるとい

う、より強化されるという感じがしますが、そのことがどんなふうに今後に影響していく

というふうに思われるか、これは一定の経験があってというんではなくて、ここから危惧

される内容はないのかということと。 
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 もう一つは、もともと個人情報保護条例との関係でいえば、自治体がやっていることに

対して国がいろいろと干渉していきているというようにも思えますので、条例制定との関

係で国とそれから地方自治体との関係が微妙な感じにならないかという危惧するんです

が、その辺り、町長どんな見解をお持ちでしょうか。言わば、国と自治体が対等な関係だ

ったものが次々と壊されていく可能性が、ここにも見えるんじゃないかというふうに危惧

しているという意味です。 

 以上。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 いや、私のほうは別段危惧はしておりません。といいますのが、より責任が明確になっ

て、最終権限者である総理が責任を最終的には持つということを明確にされたんだろうと

思います。 

 また、上位法にのっとって町の条例もやっていくということです。 

○議長（難波武志君） 

 ほかに御質疑はありませんか。 

 ９番、日名義人君。 

○９番（日名義人君） 

 答弁はそれで、そういう危惧されてないということで、実務的に進めていくんだという

ふうに思えたんですが、ということは、私の危惧が危惧で終わるということであればいい

んですが、ぜひ今後どういうふうにデジタル関係のことが、スーパーシティーとの関係も

ありますし、これから規制緩和、どんどん進めていくというふうな状況にも見えますの

で、注意深く見ていただきたいと思います。要望です。 

○議長（難波武志君） 

 ほかに御質疑はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 
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 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 討論なしと認めます。 

 議案第４７号について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（難波武志君） 

 賛成多数です。したがって、議案第４７号、デジタル社会の形成を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例については原案のとおり可

決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第３、議案第４８号、吉備中央町アストロコテージ条例の一部を改正する条例につ

いてを議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 討論なしと認めます。 

 議案第４８号について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

            〔賛成者挙手〕 
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○議長（難波武志君）全員賛成です。したがって、議案第４８号、吉備中央町アストロコ

テージ条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第４、議案第４９号、吉備中央町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 討論なしと認めます。 

 議案第４９号について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（難波武志君） 

 全員賛成です。したがって、議案第４９号、吉備中央町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第５、議案第５０号、吉備中央町消防団条例の一部を改正する条例についてを議題

とします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はありませんか。 
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            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 討論なしと認めます。 

 議案第５０号について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（難波武志君） 

 全員賛成です。したがって、議案第５０号、吉備中央町消防団条例の一部を改正する条

例については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第６、議案第５１号、吉備中央町過疎地域持続的発展市町村計画を定めることにつ

いてを議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 討論なしと認めます。 

 議案第５１号について採決します。 
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 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（難波武志君） 

 全員賛成です。したがって、議案第５１号、吉備中央町過疎地域持続的発展市町村計画

を定めることについては原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第７、議案第５２号、町有財産の取得につき議会の議決を求めることについてを議

題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 討論なしと認めます。 

 議案第５２号について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（難波武志君） 

 全員賛成です。したがって、議案第５２号、町有財産の取得につき議会の議決を求める

ことについては原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第８、議案第５６号、令和３年度吉備中央町一般会計補正予算についてを議題とし

ます。 



- 10 - 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はありませんか。 

 １番、成田賢一君。 

○１番（成田賢一君） 

 １６ページの地域振興費、吉備高原オープンイノベーション協会出捐金についてなんで

すけれども、吉備高原オープンイノベーション協会に出捐金をお支払いというか、寄附す

る理由をまず教えていただけたらと思います。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 荒谷定住促進課長。 

○定住促進課長（荒谷哲也君） 

 失礼します。 

 吉備高原オープンイノベーション協会に対しての基金の出資理由でございますが、ま

ず、出資先となる吉備高原オープンイノベーション協会は、吉備高原で持続的なイノベー

ション創出を実現するオープンイノベーションセンターづくり、またスタートアップ事業

を支援することを目的として、令和３年４月に吉備高原のオープンイノベーションセンタ

ー内に設立されたもので、現在までに県内４０の法人及び個人の方が参加されておりま

す。 

 この出資金につきましては、一般社団法人吉備高原オープンイノベーション協会、こち

らの定款によりこのイノベーションヒルズ構想の推進、吉備高原の活性化、そういったこ

とを目的に設立され、町のほうもこちらのイノベーション協会の理事という形で参加させ

ていただいております。総合的にこの吉備高原のオープンイノベーション構想を町として

も推進していくということで、他の理事さん同様、出資金のほうさせていただくものでご

ざいます。 

○議長（難波武志君） 

 １番、成田賢一君。 

○１番（成田賢一君） 

 町のオープンイノベーションの構想を推進していくための協会であるということでよろ

しいんですか。であれば、例えば今後、町民の方がオープンイノベーション協会とこのイ

ノベーション構想の在り方をもし知りたいと言ったときに、開示請求なんかしたときに、
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例えばそれは開示されることなんですか。つまり、町と協会は団結して行っている。町の

構想の実現に向かってされているのであれば、それはやっぱり町民の方も知るべき権利は

あると思うんですけれども、その辺りの関係性はどうなんでしょう、その開示請求もしさ

れた方がいたら見せていただける協会と町の在り方なのか、それとも、そこは第三者だか

ら見せれないのかということは、ちょっとその関係性を教えていただけたらと思うんです

けど。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 まだちょっと、説明させていただきますと、この出捐金につきましては、社団法人に対

して出捐するものでございまして、これメンバーはそれぞれの県内の有力企業であったり

とか、また理事になったメンバーでございます。そうした中で、もともとイノベーション

構想そのものがあの地域を活性化するということで、民間の力をお借りして活性化すると

いう中で、協議会が３年で終わります。その代わりとは言いますけど、社団法人を作って

あの地域の後押しをしようという中で、ある程度町としても町内でやることですから、グ

リップまで行きませんけど、ある程度意見を言える立場を確保しないといけないという思

いから理事になり、その権限を持つためにも同等の出捐金、これはもともと解散時には返

ってきますけど、それをさせていただいたところです。 

○議長（難波武志君） 

 ほかに御質疑はありませんか。 

 １番、成田賢一君。 

○１番（成田賢一君） 

 私もＮＰＯ法人を自分で設立している人間ですので、一般社団法人の在り方は勉強した

つもりなんですけど、では、全体的な出資金というか、寄附金の中でのこのパーセンテー

ジというか、町として出捐金を出しているパーセンテージと、これはまた今後、来年度も

再来年度も出捐金として提供されるのかどうか、お願いします。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 
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○町長（山本雅則君） 

 この出捐金につきましては決まった額はございません。ただ、理事になられている、ま

た役員になっている方についてはこの１００万円という出捐金の額でございます。これは

当初、一遍出したらそれで終わりと、あとつくのは年に１０万円の会費が伴います。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ほかに御質疑はありませんか。 

 ２番、山本洋平君。 

○２番（山本洋平君） 

 ２２ページの農業振興費、一番上の負担金補助及び交付金、経営継承発展支援事業補助

金、現在二次募集がかかっている補助金の制度で、国と町で補助金を半分ずつ負担すると

いうような内容のものだったと思います。５００万円ということで補正はかかっておりま

すが、これは掛ける５ということ、件数については５件ということでよろしいんでしょう

か。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 この補助金は、最大が１人、１経営体１００万円ということで、５団体掛ける１００万

円ということで、これはあくまでも概算で、つまみで算出していただいております。既に

この補正予算をするときにはまだこの募集はかかってなかったんですけど、今度終わりが

９月２８日が申込みの締切りということで、関係、該当しそうなところについては事前に

御案内をさせていただいておるということで、一応５名の予算を組ませていただいており

ます。 

○議長（難波武志君） 

 ほかに御質疑ありませんか。 

 ２番、山本洋平君。 

○２番（山本洋平君） 

 すみません。そしたら、既に執行されたということではなく、これからの予算というこ

とで、二次募集の予算を一応ここで計上しているということですね。 
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 結構交付から申請まで短い時間での補助金だったと思うんですが、短い中でいろんな計

画を立てて準備をして申請していただくということで、対象になる方々にはこれ補助金で

どのような効果を狙っているというのがありましたら教えてください。 

○議長（難波武志君） 

 答弁を許します。 

 山口農林課長。 

○農林課長（山口文亮君） 

 この補助金の概要ですけど、地域の農業の担い手、中心経営体の先代事業者からその経

営に関する主催権の移譲を受けた後継者が、経営計画発展計画を策定するなどの要件を満

たした方が対象となりますが、これは令和２年１月１日以降に経営の移譲を受けた方とい

うことになっておりますので、既に移譲を受けて経営をされておる方、これからする方で

はなくて、申請までには移譲ができてないといけないということで、それにかかる経費と

いうのは法人化をするであるとか、経営管理の高度化等、そういったもろもろの計画を立

てればいいということで、その辺りは農林課のほうへ御相談いただいたら、どういうこと

が、要は今現状にできておることについての補助金がいただけるということで、それにか

かった経費分の補助金ということですから、ただ１００万円をぽんと出すというんではな

くて、そういった経費の補助ということになっております。 

○議長（難波武志君） 

 ほかに御質疑ありませんか。 

 ５番、山崎誠君。 

○５番（山崎 誠君） 

 先ほどのイノベーション協会の出捐金に対して、ちょっと確認的な質問です。 

 これは定款を読んでおりませんけれども、一般的には出捐金というのは民間では出資金

というふうに理解しておりまして、町長が先ほど、これは通常であれば、破綻とかなけれ

ばこれ出資金であるから、例えば解散のときには返ってくるというふうにお答えもした

し、そのように理解しておりますが、先ほど定款を読んでないと言ったのは、その出捐金

について、今後民間、定款を読んでない、増資とか何かそういう規模を拡大するときに、

これは今回だけで次がありませんというお答えでしたけども、今後それを運営主体の拡大

とかというときには、そのようなことが発生するのではないかと思うんですが、定款を読

んでおりませんで、その辺りのことを確認のために１点お聞きしたいのと。 
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 もう一つ、情報開示のことをちょっと同僚議員も触れられましたけども、当然これは構

成団体の一部として出資しているわけですから、その運営にもある程度関与しているわけ

です。したがって、議会に対してそういう説明責任が当然あると、議会が求めればあると

思いますが、その点についてちょっと確認をお願いします。 

○議長（難波武志君） 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 今までの各役員の中の話では出捐金は１回だと。しかしながら、運営的なもので経費が

要るんで、それは会員を増やそうという今流れでございます。 

 そして、説明責任は当然ございます、町からの行為で出捐金を出しているわけですか

ら。また、監査等もその場で説明する責任はあろうかと思います。また、それとは別に、

状況等については、またいろんな場面で議員の方にも、今までもイノベーションの事業等

は御案内もしてますけど、また情報提供は当然すべきだと思ってます。それで議会と執行

部と合わせてあの周りを盛り上げていければ私はいいんじゃなかろうかと思ってます。 

○議長（難波武志君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 ２番、山本洋平君。 

○２番（山本洋平君） 

 すみません。先ほどまとめて聞いとけばよかったんですけど、申し訳なかったです。 

 ２７ページの社会教育総務費、負担金補助及び交付金のところで、小学校６年生みんな

の絆づくり事業交付金が５３１万１，０００円の減額補正となっております。昨年度は実

施ができなくて、今年度は日帰りにて町内で実施をしたというふうに聞いております。例

年の九州のほうへの絆づくりの研修と比べると、今回苦慮しながらの実施だったとは思う

んですが、子供たちの参加率というのはどんな様子だったでしょうか。また、そのときの

様子等が伝わってあるんであれば教えていただきたいなと思います。 

○議長（難波武志君） 

 石井教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（石井純子君） 

 小学６年生みんなの絆づくり事業なんですが、当初、それこそ鹿児島のほうへ予定して

おりましたが、国立吉備青少年自然の家で７月２０日、終業式の次の日に実施いたしまし
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た。小学６年生は６５人中６０人の申込みがありまして、おおむねのほとんどの子供さん

方が参加していただいてます。 

 午前中は絆づくりということで、ゲームを通してそれぞれのチームに分かれて実施した

り、昼からはカッターこぎをそれぞれのチームに分かれて実施しました。鹿児島での絆づ

くりも十分絆を深めたとは思うんですが、今回の１日だけの事業だったんですが、子供た

ちが本当に、最初はそれこそ初めて会う子供たちで、いろんなことで遠慮していたのが、

だんだんと仲よくなって、最後のカッターこぎなんか本当にみんな笑顔で充実した時間に

なったと思ってます。最後の振り返りの時間につきましても、子供たちはもう本当に仲よ

くなって絆が深まって、今後中学のほうへ進んでくれるんじゃないかなと思ってます。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ほかに御質疑はありませんか。 

 ２番、山本洋平君。 

○２番（山本洋平君） 

 ６５人のうち６０人、多くの方が参加をされたということで、安心をしました。本来な

らば２泊３日の共同生活を経て中学校１年生になるために、皆さんで交流を深めていくと

いう事業の役割も果たせたということで安心しました。 

 ながら、来年こそはまた九州なり、いまだに根強く富士山へ行きたいという声はござい

ますが、状況を見ながらまた子供たちの絆がしっかり深まるように努力していただけたら

と思います。 

 以上です。 

○議長（難波武志君） 

 ほかに御質疑はありませんか。 

             〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 
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○議長（難波武志君） 

 討論なしと認めます。 

 議案第５６号について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（難波武志君） 

 全員賛成です。したがって、議案第５６号、令和３年度吉備中央町一般会計補正予算に

ついては原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第９、議案第５７号、令和３年度吉備中央町介護保険特別会計補正予算についてを

議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 討論なしと認めます。 

 議案第５７号について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（難波武志君） 

 全員賛成です。したがって、議案第５７号、令和３年度吉備中央町介護保険特別会計補

正予算については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（難波武志君） 

 日程第１０、議案第５８号、令和３年度吉備中央町上水道事業会計補正予算についてを

議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 討論なしと認めます。 

 議案第５８号について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（難波武志君） 

 全員賛成です。したがって、議案第５８号、令和３年度吉備中央町上水道事業会計補正

予算については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第１１、議案第５９号、令和３年度吉備中央町下水道事業会計補正予算についてを

議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 
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 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 討論なしと認めます。 

 議案第５９号について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（難波武志君） 

 全員賛成です。したがって、議案第５９号、令和３年度吉備中央町下水道事業会計補正

予算については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 日程第１２、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

を議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 小谷住民課長。 

○住民課長（小谷条治君） 

 それでは、諮問第２号について説明いたします。 

 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて。下記の者を人権擁護委員

の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を

求める。 

 記。氏名、先山安則。住所、岨谷５７８番地１。生年月日、昭和３０年１０月４日。令

和３年９月２日提出。吉備中央町長、山本雅則。 

 人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいてその職務を行います。法務大臣が人権擁護

委員を委嘱するに当たっては、まず町長が人権擁護委員にふさわしい候補者を選び、議会

の意見を聞いた上で地方法務局へ推薦します。そして、法務局で県の区域内の弁護士及び

県人権擁護委員連合会に意見を求めて検討した後、法務大臣が委嘱します。 

 現在、人権擁護委員をしていただいております５名の方のうち、１名の任期が終了とな

りますので新任のお願いするもので、任期は令和４年１月１日から令和６年１２月３１日
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までの３年間でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（難波武志君） 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては、先山安則

氏を適任とすることに御異議ありませんか。 

            〔「異議なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 異議なしと認めます。したがって、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見

を求めることについては、先山安則氏を適任とすることに決定しました。 

 お諮りします。 

 ただいま町長から議案第６０号、町有財産の取得につき議会の議決を求めることについ

て、山崎誠君外４名から発議第６号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源

の充実を求める意見書について、石井壽富君外５名から発議第７号、新型コロナ禍による

米の需要改善と米価下落の対策を求める意見書について、日名義人君外５名から発議第

８号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担率引き上げに係る意見書についてが提出され

ました。また、各常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長から閉会中の特定事件の調

査についての申出があります。 

 この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。御異議ありませんか。 

            〔「異議なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 異議なしと認めます。したがって、議案第６０号、町有財産の取得につき議会の議決を

求めることについて、発議第６号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の

充実を求める意見書について、発議第７号、新型コロナ禍による米の需要改善と米価下落

の対策を求める意見書について、発議第８号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担率引

き上げに係る意見書について、閉会中の特定事件の調査についてを日程に追加し、直ちに
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議題とすることに決定しました。 

 暫時休憩します。 

            午前１０時０５分  休 憩 

            午前１０時０８分  再 開 

○議長（難波武志君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 追加日程第１、議案第６０号、町有財産の取得につき議会の議決を求めることについて

を議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 岡本総務課長。 

○総務課長（岡本一志君） 

 それでは、議案第６０号につきまして御説明をさせていただきます。 

 町有財産の取得につき議会の議決を求めることについて。 

 令和３年９月９日、一般競争入札に付した高規格救急自動車の購入について、地方自治

法第９６条第１項第８号並びに吉備中央町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 記。１、購入の目的、高規格救急自動車１台。２、購入の方法、一般競争入札、３、購

入金額、金３，２９７万８，０００円。４、購入の相手方、岡山県岡山市北区大供３丁目

２－１２、岡山トヨタ自動車株式会社代表取締役梶谷俊介。令和３年９月１７日提出。吉

備中央町長山本雅則。 

 このたび上程いたします高規格救急自動車、今後救急車と申しますが、この車両の取得

でございます。救急車も含め、消防自動車、消防車両の更新につきましては、更新計画に

沿いまして基本的には登録年度、使用年数や走行距離、設備の老朽化などにより車両の更

新を計画的に行っておるところでございます。 

 現在、使用しております救急車は、登録年度が平成２４年、走行距離は、令和３年３月

３１日現在ではございますが、２４万６，８００キロと過走行でありまして、岡山市消防

局との協議の中では、２年前、令和元年度に更新する予定でございました車両でございま

す。車両に搭載します医療器具一式を含めた取得金額でございますので、金額も高額とな
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っております。取得後は、岡山市消防局西消防署吉備中央出張所への配備となります。 

 追加議案となりました理由でございますが、本車両の入札日が９月９日であったため、

直近の議会で議決をいただく場合、第４回１２月の議会定例会での審議となるものでござ

います。この第４回議会定例会で可決をいただいたといたしましても、年度末、令和４年

３月末までの期間は３か月間となります。現在、自動車の新車納入は世界的な半導体不足

から３か月から半年待ちの状態が続いておるようです。納品までの期間を考慮し、本議会

での追加審議となりましたことをお願いするものでございます。どうぞよろしくお願いを

いたします。 

○議長（難波武志君） 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 討論なしと認めます。 

 議案第６０号について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（難波武志君） 

 全員賛成です。したがって、議案第６０号、町有財産の取得につき議会の議決を求める

ことについては原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 追加日程第２、発議第６号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実
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を求める意見書についてを議題とします。 

 事務局に朗読させます。 

○議会事務局長（杉原宏典君）〔発議第６号朗読〕 

○議長（難波武志君） 

 ただいま発議につき朗読しましたが、提出者から補足説明がありましたらお願いしま

す。 

 ５番、山崎誠君。 

○５番（山崎 誠君） 

 ただいま事務局にこの発議について朗読をいただきましたとおりでございますが、発議

者の一人として、議員各位に賛同の御理解をいただきたく、若干の補足説明をさせていた

だきます。 

 改めて国家財政については説明するまでもないとは思いますが、このコロナ以前から

１，１００兆円近くのいわゆる国は借金を抱えて、先進国の中でもこのまま財政が続くの

かというような危惧も持たれております。さらに加えて、この緊急的なコロナ感染によっ

て７０兆円を超える追加予算も組まれました。このような中ではありましても、地方にお

ける住民の福祉について、これが欠けるようなことがあってはなりません。そういう意味

で、厳しい国家財政の中ではありますが、地方における財政運営のためにぜひとも社会関

係ほか予算措置等、それから地方税についてもきちんと確保できるように意見書を提出す

るものであります。議員各位の賛同のほう、どうぞよろしくお願いいたします。議長のほ

うでよろしくお取り計らいください。 

 以上でございます。 

○議長（難波武志君） 

 ほかに御意見、御質疑はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 意見、質疑なしと認めます。 

 これで意見、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 
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○議長（難波武志君） 

 討論なしと認めます。 

 発議第６号について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（難波武志君） 

 全員賛成です。したがって、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実

を求める意見書については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 追加日程第３、発議第７号、新型コロナ禍による米の需要改善と米価下落の対策を求め

る意見書についてを議題とします。 

 事務局に朗読させます。 

○議会事務局長（杉原宏典君）〔発議第７号朗読〕 

○議長（難波武志君） 

 ただいま発議について朗読しましたが、提出者から補足説明がありましたらお願いしま

す。 

 ３番、石井壽富君。 

○３番（石井壽富君） 

 今の案件におきましては、補足説明はありませんので、よろしくお願いします。 

○議長（難波武志君） 

 ほかに御意見、御質疑はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 意見、質疑なしと認めます。 

 これで意見、質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 
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 討論なしと認めます。 

 発議第７号について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（難波武志君） 

 全員賛成です。したがって、発議第７号、新型コロナ禍による米の需要改善と米価下落

の対策を求める意見書については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 追加日程第４、発議第８号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担率引き上げに係る意

見書についてを議題とします。 

 事務局に朗読させます。 

○議会事務局長（杉原宏典君）〔発議第７号朗読〕 

○議長（難波武志君） 

 ただいま発議について朗読しましたが、提出者から補足説明がありましたらお願いしま

す。 

 ９番、日名義人君。 

○９番（日名義人君） 

 意見書の内容、主なことは、都市部では特に３５人学級実現、非常に長いこと待たれて

いましたが、それでもまだ多過ぎるというのが実情と思います。地域によって一定の条件

の違いはあるかもしれませんが、いずれにしても中学校、高校までを含めて少人数学級の

早期実現が求められますし、そのための財源を小泉政権下で三位一体の改革、あの中でも

ともと２分の１国庫負担だったものが３分の１に減らされたという経過があります。 

 そういう中で、地域の自治体の財源確保の苦労が増えてるわけですから、そのことによ

って教育の地域差が生まれるということは許されないんだということも意見書では述べて

います。そういった意味で、ぜひ皆さん方の御支持、御支援をお願いしたいと思います。

議長の取り計らい、よろしくお願いいたします。 

○議長（難波武志君） 

 ほかに御意見、御質疑はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 
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○議長（難波武志君） 

 意見、質疑なしと認めます。 

 これで意見、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 討論なしと認めます。 

 発議第８号について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（難波武志君） 

 全員賛成です。したがって、発議第８号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担率引き

上げに係る意見書については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（難波武志君） 

 閉会中の特定事件（所管事務）の調査についてを議題とします。 

 各常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長から、会議規則第７５条の規定により、

お手元に配付しております閉会中の特定事件の調査についての申出があります。 

 お諮りします。 

 本件については、各委員長申出のとおり、閉会中の調査とすることに御異議ありません

か。 

            〔「異議なし」の声〕 

○議長（難波武志君） 

 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の調査とする

ことに決定しました。 

 以上で今定例会に付議された事件の審議は全て終了しました。 

 この際、町長の御挨拶があります。 

○町長（山本雅則君） 

 第３回の定例会の閉会に当たりまして、一言お礼の言葉を申し述べさせていただきま
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す。 

 議員の皆様におかれましては、１６日間という長い間、多くの議案を慎重審議賜りまし

て大変ありがとうございます。また、その議案につきまして全て可決を賜りまして、大変

うれしく思っております。 

 今朝はまたふるさと米の出荷の日でございました。大変感慨深いものがございました。

議員の皆様方には一堂に会していただきまして、誠にありがとうございます。これは農家

にとりましても励みになるだろうと考えております。 

 そして、新型コロナにつきましては、何の要因か分かりませんが、第５波が急速に軽減

といいますか、感染者が減ってきております。しかし、私は予断はいけないと強く思って

おります。吉備中央町におきましては、おおむね８割の方がワクチン接種を完了されてお

られます。ぜひ未接種の方におかれましても、正しい情報、判断の基に前向きに考えてい

ただければ大変ありがたいと願っております。 

 今日の夜半から明日の未明にかけて台風１４号が接近してきます。ぜひ町民の皆様にお

かれましても、早めの対応、そして身の危険を感じましたら町行政等の指示があるのを待

つのではなく、速やかに避難が大事でございます。そのことを強くお願いを申し上げま

す。 

 また、皆様方農作業で大変お疲れのことと思います。そして、今はなかなか体調管理が

万全にいかないような不順な気候でございます。皆様方におかれましては、御自愛されま

して、この時期を乗り越えていただきたいと思っております。本議会、大変ありがとうご

ざいました。 

○議長（難波武志君） 

 これで、令和３年第３回吉備中央町議会定例会を閉会します。 

 御苦労さまでした。 

            午前１０時３６分  閉 会 

 

 


